
災害に関する支援制度について

項目 支援制度の概要 担当（電話番号）

災害復旧

学校施設

・国立学校：定額補助10/10
・公立学校：補助率2/3（離島4/5）（地方交付税措置により実質的な地方負担は1.7%）
※激甚災害の対象となった場合は、国庫負担率を引き上げ

・私立学校：激甚災害（局激）2/5、激甚災害（本激）1/2
※私立の幼保連携型認定こども園及び特定私立幼稚園について、激甚災害（本激）に指定
された場合には、被害状況に応じて7/12の国庫補助

※公私立学校の教材・教具・校具等についても、学校施設と同様に措置

【国立学校関係】
大臣官房文教施設企画・防災部計画課（03-6734-4667）

【公立学校関係】
大臣官房文教施設企画・防災部参事官（施設防災担当）付
（03-6734-3036）

【私立学校関係】
大臣官房文教施設企画・防災部参事官（施設防災担当）付
（03-6734-2326）

社会教育施設

・激甚災害（本激）の場合：2/3国庫補助
※特定地方公共団体に指定された地方公共団体のみ対象（被害額が60万円に達しない場合等は
適用除外）

・上記以外の場合：地方交付税算定の際に、地方債に係る元利償還金の基準財政需要に算入可能
（充当率100％、交付税措置47～85％（財政力補正による））

大臣官房文教施設企画・防災部参事官（施設防災担当）付
（03-6734-2328）

文化財
・国指定等文化財：補助率70%＋嵩上げ（補助事業者の財政状況等により嵩上げ、上限85％）
・国指定等文化財の裏負担・地方指定文化財：地方交付税措置（事業に要した経費の80%）

文化庁文化資源活用課（03-6734-2863）

教科書

・災害救助法適用地域における同法による無償給与
（義務教育諸学校において転入学を伴う場合には、義務教育教科書購入費による無償給与）
※上記適用地域外でも、経済的に購入が困難な世帯には教科書発行者の厚意により無償給与

・文部科学省作成外国語教材（小学校・中学校）について無償配布

【教科書】
初等中等教育局教科書課（03-6734-2411）

【文部科学省作成外国語教材（小学校・中学校）】
初等中等教育局情報教育・外国語教育課外国語教育推進室
（03-6734-3787）

就学支援等

・幼稚園：災害の有無を問わず、利用料は無償
・小・中学校：要保護児童生徒への就学援助事業（学用品費、通学費、学校給食費、医療費等）
（補助率1/2以内）

・高等学校等：授業料減免事業（家計急変）（補助率1/2以内）、高校生等奨学給付金（家計
急変）（補助率1/3以内）

・特別支援学校等：就学奨励事業（学用品費、通学費等）（補助率：国立10/10、公私立1/2）
・専修学校・各種学校：都道府県等において行う授業料等減免事業
・国公私立大学等：大学等で行う授業料減免事業、独立行政法人日本学生支援機構の行う奨学金
事業等

・国公私立大学、専門学校等：高等教育の修学支援新制度において家計急変者からの申請を随時
受付。授業料減免と給付型奨学金により支援

・激甚災害の場合
小・中学校：へき地児童生徒援助費等補助金（激甚災害に伴う通学費）（補助率1/2以内）

【幼稚園】
初等中等教育局幼児教育課（03-6734-3136）

【就学援助、国公立高等学校等の授業料減免等、高校生等奨学給付金等】
初等中等教育局修学支援PT（03-6734-3578）

【私立高等学校等の授業料減免】
高等教育局私学部私学助成課（03-6734-2547）

【特別支援教育就学奨励費】
初等中等教育局特別支援教育課（03-6734-2430）

【専修学校・各種学校】
総合教育政策局生涯学習推進課（03-6734-3280）

【国公私立大学等】
○大学等で行う授業料減免事業（代表：03-5253-4111）
・高等教育局国立大学法人支援課（内線：2494）
・高等教育局大学振興課（内線：3370）
・高等教育局私学助成課（内線：2545）
・高等教育局専門教育課（内線：3347）
○独立行政法人日本学生支援機構の行う奨学金事業等・高等教育の修学支援
新制度（代表：03-5253-4111）

・高等教育局学生・留学生課（内線：3050）
【へき地児童生徒援助費等補助金】
初等中等教育局財務課庶務・助成係（03-6734-2027）

心のケア・
学習支援等

教職員加配 義務教育費国庫負担金：1/3国庫負担（裏負担は地方交付税措置） ※義務的経費 初等中等教育局財務課定数企画係（03-6734-2038）

スクール
カウンセラー 1/3国庫補助（裏負担は地方交付税措置） 初等中等教育局児童生徒課生徒指導第二係（03-6734-3299）

学習指導員等 補習等のための指導員等派遣事業：1/3国庫補助（裏負担は地方交付税措置） 初等中等教育局財務課校務調整係（03-6734-3704）


